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研究成果の概要（和文）：本研究の成果は、困難を抱える子ども・若者への学習機会保障における国ごとの多様
性と共通性を明らかにしたことである。共通性の点では、どの国においても①多様なニーズ・困難に応答できる
場や機会の提供、②その全体的な維持管理と質保証の仕組みの確立、③そうした場や機会の利用可能性の拡大、
という三つの要素が求められることを明らかにした。一方で、上記の①～③を公的に保障するか、公私連携で提
供するのかという点で、またオルタナティブ教育の内容面では、居場所の提供を重視するか、職業への接続を重
視するかという点で、国ごとに違いがあることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：    The outcome of this study is the clarification of the commonalities and 
diversity among countries in guaranteeing learning opportunities for children and youth at risk. In 
terms of commonalities, we found that all countries need to (1) provide places and opportunities 
that respond to diverse needs and difficulties, (2) establish a system for the maintenance and 
quality assurance of those place and opportunities, and (3) expand the availability of such places 
and opportunities. 
    On the other hand, it became clear that there are differences among countries in terms of 
whether the above-mentioned elements (1) to (3) should be publicly guaranteed or provided through 
public-private partnerships, and in terms of the content of alternative education, whether the 
emphasis should be on providing a place to stay or on connecting to a career.

研究分野： 教育行政学
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究の学術的意義として、困難を抱える子ども・若者への学習機会保障の研究に対して新たな視点を提供し
ていることが挙げられる。特に、学習機会の利用可能性の拡大という視点は、これまでのオルタナティブ教育や
困難を抱える子ども・若者への移行支援に関する研究では、十分に焦点化されてこなかったものである。
　また、社会的意義として、日本では多様な教育機会をどこまで公的に認めるべきか（公費補助を行うべきか）
に議論の焦点が向けられがちだが、本研究の成果は、そうした方向性よりも、一人ひとりの子どもの置かれた状
況を把握し、その発達に即した機会や場につなげることに軸足を置くべきことを提言するものとなっている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
米国では、非行や犯罪、学業不振を理由とした不登校や中途退学の状況が深刻な状況にあり、

そうした若者に対する学習機会がオルタナティブ教育として普及してきた。現在、公立・私立を
含め多様なオルタナティブ教育を提供する学校やプログラムが存在し、その効果に関する研究
も多数存在する。しかし、自治体（学区）レベルでどのような学習機会の「網の目」を形成して
いるのか、それに対するガバナンスはいかなるものか、といった研究は十分になされていない。 
一方、日本では、高等学校段階の不登校生徒・中途退学者がそれぞれ約 5 万人ずつ、また 15

～24 歳の若年無業者の数が約 23 万人という状況にある（平成 29 年版『子供・若者白書』）。こ
うした困難を抱えた若者に対する支援として、平成 21 年に「子ども・若者育成支援推進法」が
成立し、「地域若者サポートステーション」（サポステ）を始め、様々な施策が省庁を横断するか
たちで実施されてきた。しかし、その支援内容は、社会性の回復や基礎的な職業的スキル形成の
側面が強く、学習機会としての充実度を捉える視点は弱かった。仮に、こうした支援の場を米国
同様にオルタナティブ教育として捉えるなら、中途退学者や不登校経験者にとって現在有力な
進学先となりつつある定時制や通信制の高等学校、高等専修学校なども視野に入ってくる。ただ
し、こうした個別の学校種に関する研究はあっても、それらが自治体レベルでどのような学習機
会の「網の目」を形成しているのか、その密度（予算や人員の手厚さ・質の高さ）と多様性（豊
富さ）を捉えようとする研究は、日本でも十分になされていない。 
 したがって、困難を抱えた若者への学習機会としてオルタナティブ教育を捉えるなら、フリー
スクールのみならず定時制・通信制高校や高等専修学校、サポステまでも含めた自治体レベルで
の学習機会を総体＝「網の目」として捉え、その質的特徴とガバナンスを問うことが可能になる。
さらに、こうした視点を採ることで、「オルタナティブ教育」の指し示すものが異なっていた日
米両国だけでなく、アジアでは韓国（委託型代案学校の設置，ソウル市の「オデッセイ学校」制
度など）やシンガポール（技能教育学院における職業教育）、また欧州では、英国（コネクショ
ン・サービス再編後の地域基盤の若者支援プログラム）やドイツ（基幹学校を修了せず離学した
生徒への「オルタナティブ学習センター」の整備）、イタリア（ＥＵ資金に依拠した若者の社会
的包摂プロジェクト）なども視野に入れた比較が可能となる。以上が、研究開始当初の背景であ
る。 
 
２．研究の目的 
本研究は、困難を抱えた若者の社会的包摂という観点から、高卒資格取得から中等後教育、あ

るいは就労への円滑な接続を促す学校・プログラムをオルタナティブ教育と位置づけ、個々の学
校・プログラムの内容と運営体制、自治体レベルで形成している学習機会の「網の目」の密度と
多様性、それを維持・管理するガバナンスのあり方について国際比較を行うことを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 日米比較を中心としつつ、オルタナティブ学校の制度化や職業訓練機関による若者の社会的
包摂が進む韓国やシンガポール、日米に先んじて若年無業者の社会的包摂が課題となってきた
英国・ドイツ・イタリアなどの国々を比較対象として採りあげる。まず、本研究の対象となる「困
難を抱えた若者」の生成メカニズムとその背景に関する各国の状況分析を行う。具体的には、①
「困難を抱えた若者」の社会的・人種的・宗教的背景、②若年無業層に対する福祉政策の概要、
③教育制度と労働市場との基本的関係などを分析する。また、基礎的作業として、日本における
不登校児童生徒の実態分析も行うことにする。 
次に、困難を抱えた若者に対する学習機会について特徴的な「網の目」を形成している各国の

自治体・学区への訪問調査を実施し、その密度・多様性・ガバナンスについて分析を行う。日本
については、各自治体における学習機会の「網の目」を整理したうえで、自治体として部局横断
的な支援機関を設置している事例について訪問調査を行う。米国については、大学や全国的な組
織、地域団体などと連携して多様な学習機会を提供するとともに、その統括部門を学区に設置し
ているポートランド市（オレゴン州）や、学校自体を地域における支援の「網の目」の拠点とし
て整備しているルイビル市（ケンタッキー州）などを対象とする。その他の国々については、困
難を抱えた若者への学習機会提供において最も注目される２～３の自治体を選定し、訪問調査
を行う。 
以上の分析を通じて、困難を抱えた若者への学習機会保障において求められる共通の観点を

析出する。 
 
４．研究成果 
(1)国内研究の成果 
まず、基礎的作業として行った不登校児童生徒の実態分析については、文部科学省「児童生徒

の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」および「学校基本調査」の個票データ
を用いた二次分析を行った。その結果、①学校によっては、中 1で不登校率が急増するとは限ら
ず、中 2以降で急増する学校もあること、②中 2、中 3では他学年よりも学級規模と不登校率に



やや強い正の相関が見られること、③中 1から中 2にかかえて学級規模が拡大した学校では、学
級規模の変化のない学校よりも不登校率が高い傾向にあること、などが明らかとなった。 
次に、理論研究として、フリースクール等が提供する学習機会を「学校外教育」の事例とし、

その公共性について分析を行った。その結果、困難を抱える子ども・若者への学習機会の公共化
には、生活・生存保障の公共性という視点も求められること、そして両視点に立ったときに求め
られる施策の方向性として、①学習機会を含むニーズ横断的な支援機能を果している施設・団体
に公的援助を行うとともに、②焦点を異にする複数の施設を質的に把握して子ども・若者を接続
していくワンストップ機能を公的に整備し、教育と生活・生存保障の両面にわたるセーフティネ
ットを構築することが求められることを提言した。 
さらに、事例研究としては以下の 2つの成果を挙げた。第一に、地域若者サポートステーショ

ン（サポステ）運営団体による学歴取得支援のあり方についての研究である。具体的には、NPO 
法人スチューデント・サポート・フェイスと佐賀県教育委員会の連携に注目し、被支援者の状況
に配慮した訪問型アプローチが功を奏していること、NPO が学校・教員を支援するという観点を
もちつつ、学校と外部団体との連携において教育委員会が常に介在するようにしていることが
成果につながっていることなどを明らかにした。 
 第二に、2000 年代以降に設置された公立通信制独立校について、困難を抱える生徒への支援
体制に着目してその特質を明らかにした。その結果、秋入学が転入生の随時受入、平日講座の開
催、協力校の仕組みを県内他校に広げていること、義務教育の内容の学び直し、NPO との連携に
よる外国につながりのある生徒への支援など、様々な支援体制が構築されてきていることを明
らかにした。 
 
（2）海外研究の成果 
 海外研究の成果として、以下の 5 点を挙げることが出来る。第一に、米国オレゴン州ポートラ
ンド学区のオルタナティブ教育ガバナンスの事例分析である。ポートランド学区では、公立だけ
でなく私立のオルタナティブ学校・プログラムが多様に存在し、いずれも無償で学ぶことができ
るだけでなく、それらの学校・プログラムに接続するためのワンストップ・サービスが存在し、
質保証の取組まで行われている。この事例分析を通じて、学区教育行政におけるオルタナティブ
教育ガバナンスには、選択肢の多様化、選択肢の質保証、選択肢への接続機能という 3つの視点
が求められることを明らかにした。 
 第二に、英国におけるオルタナティブ学習支援（Alternative Provision）の事例分析である。
AP とは、停・退学、疾病その他の理由により学校に行くことができない生徒に対して地方自治
体が提供する学校外の教育機関のことである。今日、AP には多種多様なものがあり、民間のも
のも急増していることや質保証政策の網にもかかっていないものが増えており、質的格差が進
む可能性があること、また、停・退学の生徒の増加や、その結果としての AP の増加は、一般の
学校の自律性拡大の影響を受けていることや、「学習機会の多様性推奨」が、立場の弱い子ども
たちを分断する可能性をはらんでいることなどを明らかにした。 
 第三に、ドイツにおける不登校生徒に対するオルタナティブな教育機会の事例分析である。ド
イツでも、不登校により学校修了証を取得できず、職業教育も受けずに離学する若者の存在が問
題になっているが、なかでも長期にわたって学校に通っていなかった、比較的高年次の生徒に対
して、将来の就労や自立に向けた支援を行う機関が Kidz プロジェクトである。この Kidz プロジ
ェクトは、インクルージョンの理念のもとでなされる多様な支援プロジェクトの一端としてな
されていることや、Kidz プロジェクトを運営する学校・職業センター（ZSB）では、難民、移民、
若い母親などへの支援も行っていることなどを明らかにした。 
 第四に、イタリア後期中等教育段階のオルタナティブ教育に関する事例分析である。イタリア
では、困難を抱える若者への学習機会として、「専門職教育・訓練課程（IeFP）」というものがあ
り、高校復帰よりも就労に向けた支援機能が重視されていること、具体的には、学校として様々
な外部機関とのネットワークを活用した離学防止対策を行っている事例や、IeFP やその他の就
労支援の場につなぐ機能をもつ SAS（地域プラットフォーム）が存在していることを明らかにし
ている。 
 第五に、韓国における困難を抱えた若者へのオルタナティブ教育の事例分析である。韓国では、
オルタナティブ教育が公教育制度内に位置づいていることが日本との比較において注目される
点であるが、それがどのような過程で生じたのか、また、どのような形態で公教育制度内に位置
づいているのかを整理した。さらに、学校外学習活動の学力認定に関する政策や、未就学児童・
生徒に対する学習支援がワンストップの専用ポータルサイトで行われていることなどを明らか
にした。 
 
（3）総括的視点の析出 
 以上の国内・国外研究の成果を総括すれば、①多様なニーズ・困難に応答できる場や機会の提
供、②その全体的な維持管理と質保証の仕組みの確立、③そうした場や機会の利用可能性の拡大、
という三つの要素が、困難を抱える子ども・若者の存在を前提とした公教育制度に求められるも
のであり、なかでも③の機能をどのように構築するかが重要である。 
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